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特集 地下水マネジメントのさらなる推進に向けて
• 国の総合計画における地下水に係る記述は、「規制」から「保全と適正な利用」へと時代とともに変化
• 水循環基本法の成立により、地下水の公共性が明確化

地域性が極めて高い地下水の利用や地下水に関する課題等の解決には、地域の関係者が主体となり、地域の実情に応じた「地
下水マネジメント」が重要
地下水の適正な保全及び利用を主要な課題とする流域水循環計画に基づく地下水マネジメント推進の取組を紹介

第２節 地下水マネジメントの各地域での取組 ～流域水循環計画における地下水マネジメントの取組の推進～

広域的な地盤沈下の収束

大野市

広域的な地盤沈下は、法律、条例等による対策により、概ね収束の傾向

広域的な地盤沈下や地下水の枯渇等は沈静化してきたものの、依然として、過剰な地下水利用や地下水汚染など地下水に係
る課題は発生
近年、地下水に対するニーズが多様化しており、総合的な地下水管理・利用が重要

第１節 地下水対策の変遷と新たな動き ～地下水を活かした近年の動きと多様なニーズ～

代表的地域の地盤沈下の経年変化

くまもと地下水財団を中心に、公共の水としての地下水に関する調査研究、地下水質保
全、地下水涵養及び地下水採取・使用適正化に関する事業を住民・企業・行政等と連携
して推進

地下水を豊かにし、湧水文化を再生するため、意識啓発の場や湧
水地を観光地としてアピールするなど機運醸成の活動を推進

熊本地域

観光資源としての活用

協働の地下水保全概念図

水田オーナー制度への参画

水田湛水の様子

節水イベントの開催

地下水研究成果
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地下水マネジメントに取り組む地方公共団体等の地下水に関するデータの整理・活用、地下水の保全及び利用に関する協議会
の設置、採取の制限等の支援

第３節 地下水マネジメントに関する国の取組 ～地域の主体的な取組を支援～

北杜市

「北杜市環境保
全協力金制度」
を主な財源とし
て、森林の整
備・保全等を実
施

「地下水マネジメント」とは

地下水の利用や地下水に関する課題等は一般的に地域性が極めて高いため、課題についての共通認識の醸成や、地下水の利用や挙動等の実態把握とその分析、
可視化、水量と水質の保全、涵養、採取等に関する地域における合意やその内容を実施するマネジメント（以下「地下水マネジメント」という。）を、地方公共団体などの
地域の関係者が主体となり、地表水と地下水の関係に留意しつつ、連携して取り組むよう努めるものとする。 －水循環基本計画（令和２年６月閣議決定）－

地下水データベースの開発 地下水マネジメント推進プラットフォームの構築

水源涵養機能を高める森林整備

ガイドライン等の策定・公表

地下水マネジメントに取り組む関係者がデータを共有し、地下水の状況把握や
解析に利用

関係省庁、先進的な取組を行っている地方公共団体、学識者、企業等の協力に
より、地域の地下水の課題を一元的に解決

下層植生に乏しい人工林

森林資源の適切な利用、主伐後の再造林、間伐、多様で健全な森林への誘導
等、計画的かつ適切な整備により、水源涵養機能を発揮。

湧水保全ポータルサイト 掲載写真
千葉県市川市「羅漢の井」

地下水を含む水循環モデルの開発

地表水と地下水の流れを一体的かつ広域的に解析する三次元水循環解析によ
り、地下水を含む水循環を“見える化”し活用

下層植生が発達した人工林

第1部 水循環施策をめぐる動向

全国の流域水循環計画は、令和３年度に新たに７計画を確認・公表し、合計で６１計画
水災害の頻発化・激甚化に対応するため、流域のあらゆる関係者が協働し、「流域治水」の取組を推進

第１章 水循環と我々の関わり 第２章 水循環に関する施策の背景と展開状況

第２部 令和３年度 政府が講じた水循環に関する施策
第１章 流域連携の推進等－流域の総合的かつ一体的な管理の枠組み－
第２章 地下水の適正な保全及び利用
第３章 貯留・涵養機能の維持及び向上
第４章 水の適正かつ有効な利用の促進等
第５章 健全な水循環に関する教育の推進等

第６章 民間団体等の自発的な活動を促進するための措置
第７章 水循環施策の策定及び実施に必要な調査の実施
第８章 科学技術の振興
第９章 国際的な連携の確保及び国際協力の推進
第10章 水循環に関わる人材の育成

コラム

地下水の課題（地方公共団体の声）

新たな水道水源として地下水を使いたいが、地下水賦存量がわからず、枯渇するので
はないかと心配している。
企業から地下水を採取したいとの要望があるが、地下水の賦存量がわからない。
地下水の採取が隣の市町村に影響するのではないかと懸念している。

流域水循環計画

合計 ６１計画

流域水循環計画の全国MAP

調布市 調布市環境基本計画
宮城県 北上川流域水循環計画(第2期)
宮城県 名取川流域水循環計画(第2期)
滋賀県 琵琶湖保全再生施策に関す計画(第2期)
岡崎市 岡崎市水循環総合計画
高松市 高松市水環境基本計画

さいたま市 第2次さいたま市環境基本計画別冊水と生きものプラン
鹿児島県 鹿児島湾ブルー計画
鹿児島県 池田湖水質環境管理計画
秦野市 秦野市地下水総合保全管理計画
加古川市 第3次加古川市環境基本計画
大野市 大野市水循環基本計画
厚岸町 第2期厚岸町豊かな環境を守り育てる基本計画の一部

佐久地域流域
水循環協議会

佐久地域流域水循環計画

小金井市 第3次地下水及び湧水の保全・利用に係る計画
世田谷区 世田谷区みどりの基本計画の一部
大垣市 大垣市エコ水都環境プランの一部
日光市 第2次日光市環境基本計画の一部
長崎県 第2期島原半島窒素負荷低減計画
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令和３年度公表 １９計画
（うち１２計画は改定）
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流域治水
令和３年４月に「特定都市河川浸水被害対策
法等の一部を改正する法律」（令和３年法律第
31号。通称「流域治水関連法」）が成立し、同年
11月に施行。流域治水の取組を強力に推進す
るための法的基盤が整備

佐久地域における広域連携の取組
気候変動への対応と健全な水循環に取り組む企業 など

地下水・地盤環境の保全を目的とした各種ガイドラインや地中熱の普及促進を
目的としたパンフレット等を公表

【水の循環講座スイスイ課外授業】 【天然記念物のいとよ生息地・本願清水】

ロゴ製作によるブランディング、地下水を使用した加工品・調理品・生産物等、
名水を生かしたビジネスの増加が見られる。

おいしい秦野の水 丹沢の雫 秦野名水のロゴマーク ｢地下水を使用している
豆腐工房｣
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